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ス
ト
ッ
プ
！
滞
納

〜
11
月
か
ら
１
月
ま
で
は
、
滞
納
整
理
強
化
期
間
で
す
〜

　

市
民
の
み
な
さ
ん
か
ら
納
め
て

い
た
だ
い
た
市
税
は
、
ま
ち
づ
く

り
や
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
い

か
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ほ
と
ん
ど
の
み
な
さ
ん
は
、
こ

の
大
切
な
市
税
（
市
県
民
税
・
固

定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
・
軽
自

動
車
税
・
国
民
健
康
保
険
税
）
を

納
期
内
に
納
め
て
い
た
だ
い
て
い

ま
す
が
、
一
部
に
は
納
税
が
遅
れ

て
い
る
人
も
い
ま
す
。

　

当
市
を
含
む
県
内
の
全
市
町
村

と
埼
玉
県
は
「
滞
納
整
理
強
化
期

間
」
を
設
け
、期
間
中
は
「
ス
ト
ッ

プ
！
滞
納
」
を
合
言
葉
に
徴
収
対

策
を
重
点
的
に
進
め
ま
す
。

　

市
税
が
未
納
に
な
っ
て
い
る
人

は
、
お
早
め
に
納
付
を
お
願
い
し

ま
す
。

市税の納付は口座振替のご利用を

　市税の納付は、口座振替の手続き
を取れば、金融機関が納税者に代
わって自動的に指定の預金口座から
納付します。手続きは簡単です。市
内の各金融機関に用意してある口座
振替の申込書に必要事項を記入し、
直接金融機関の窓口へ提出してくだ
さい。
用意　通帳、届出印
※お申し込み日の翌月分以降のもの
から振り替えを開始します。
　この他、専用はがきによる口座振
替の郵送手続きも行っています。専
用はがきをご希望の人は収納課まで
ご連絡ください。専用はがきによる
手続きの場合は、お申し込みの翌々
月分の納期からの開始となりますの
でご注意ください。
★収納課☎㉕１１８１

　

お
支
払
い
い
た
だ
い
た
国
民
健

康
保
険
税
は
、
年
末
調
整
や
確
定

申
告
な
ど
の
際
の
社
会
保
険
料
控

除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

　

領
収
書
等
の
紛
失
な
ど
に
よ
り

納
付
額
が
分
か
ら
な
い
人
に
は
、

納
付
額
の
記
載
さ
れ
た
「
国
民
健

康
保
険
税
納
付
額
確
認
書
」
を
交

付
し
て
い
ま
す
。

　

確
認
書
が
必
要
な
人
は
、
収
納

課
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

用 

意　

運
転
免
許
証
や
保
険
証
な

ど
の
本
人
確
認
で
き
る
も
の

　

窓
口
に
来
た
人
と
、
国
民
健
康

保
険
税
の
納
税
義
務
者
が
同
一
世

帯
で
な
い
場
合
は
、
委
任
状
も
必

要
で
す
。
窓
口
に
来
ら
れ
な
い
場

合
は
、
世
帯
主
の
住
民
登
録
地
に

郵
送
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
の
で
、

収
納
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
納
付
額
に
つ
い
て
の
電
話
で
の

お
問
い
合
わ
せ
に
は
お
答
え
で
き

ま
せ
ん
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
左
記
へ

★
収
納
課
☎
㉕
１
１
８
１

　

納
税
の
意
思
の
な
い
人
に
対
し

て
は
、
給
与
・
預
貯
金
・
生
命
保

険
・
不
動
産
・
自
動
車
な
ど
の
財

産
の
差
押
え
を
実
施
し
ま
す
。
こ

の
財
産
の
差
押
え
は
、
国
税
徴
収

法
に
よ
り
事
前
に
相
談
す
る
こ
と

な
く
行
い
ま
す
。

　

ま
た
、
財
産
調
査
を
実
施
し
て

も
財
産
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
は
、
滞
納
者
の
了
解
を

得
る
こ
と
な
く
自
宅
な
ど
を
捜
索

す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
左
記
へ

★
収
納
課
☎
㉕
１
１
２
０

差
押
え
な
ど
は
相
談
せ
ず
に

実
施
し
ま
す

滞納処分についてお答えします

　　どのような財産を差押えるのですか
　　給与、預貯金、生命保険、売掛金、不動産、
自動車、動産（貴金属類、腕時計、ハンドバッ
ク等）などの財産を差押えします。

　　どのようにして、財産を調査するのですか

　　各金融機関に対
する預貯金の調査や、
勤め先への給与調査、
取引先への売掛金調
査などを行います。

　　税金を納めない場合の滞納処分とは、どのようなことですか。
　　税金は、各納期内に納めていただくものですが、遅れると、
督促状や催告書が送られます。それでも納付がない場合は、他
の納税者との公平性を保つため、財産の差押えを実施します。
そして、差押えた財産を公売等によりお金に換えて、滞納の税
金にあてます。この一連の事務手続きを「滞納処分」といいます。

　　財産が発見できない場合はどうするのですか。
　　各調査で財産が発見でき
ない場合には、警察官等の立
会いのもと、複数の市役所職
員が自宅や店舗などを訪れて
捜索を実施し、直接財産を差
押える場合があります。

国
民
健
康
保
険
税
の

社
会
保
険
料
控
除
に
つ
い
て

Q
A

Q
A

Q
AA

Q

債権差押の例示（銀行、生命保険、勤務先）

事務所･居宅の捜索
勤務先調査

不動産の差押から公売 動産のイメージ図
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暴力団に
金を出さない

暴力団を
利用しない！

暴力団を
恐れない

本
庄
市
暴
力
団
排
除
条
例
を
制
定
し
ま
し
た

　

10
月
１
日
か
ら
「
本
庄
市
暴
力
団
排
除
条
例
」
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
暴
力
団
を
排

除
す
る
た
め
に
は
、
市
と
警
察
、
市
民
及
び
事
業
者
が
連
携
協
力
し
て
取
り
組
む
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

市
で
は
、
そ
の
意
思
を
表
明
す
る
た
め
に
、
県
条
例
の
制
定
を
受
け
、
本
庄
市
暴
力

団
排
除
条
例
を
制
定
し
ま
し
た
。

●
制
定
の
目
的
（
第
１
条
）

　

こ
の
条
例
は
、
暴
力
団
を
排
除
す
る
た

め
の
活
動
の
推
進
に
関
し
、
基
本
理
念
を

定
め
、
市
、
市
民
及
び
事
業
者
の
責
務
を

明
ら
か
に
し
て
、
暴
力
団
排
除
活
動
を
推

進
す
る
た
め
の
必
要
な
事
項
を
定
め
、
市

民
生
活
の
安
全
と
平
穏
を
確
保
し
、
あ
わ

せ
て
社
会
経
済
活
動
の
健
全
な
発
展
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

●
基
本
理
念
（
第
３
条
）

　

暴
力
団
排
除
活
動
は
、「
暴
力
団
を
恐

れ
な
い
こ
と
」「
暴
力
団
に
資
金
を
提
供

し
な
い
こ
と
」
及
び
「
暴
力
団
を
利
用
し

な
い
こ
と
」
を
基
本
と
し
て
、
市
、
市
民

及
び
事
業
者
の
連
携
協
力
の
も
と
に
誰
も

が
、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
関
係
者
と
不

適
切
な
関
係
を
持
た
な
い
よ
う
に
す
る
こ

と
を
基
本
理
念
と
し
て
推
進
し
ま
す
。

●
条
例
の
内
容

①
市
の
責
務
（
第
４
条
）

　

市
民
及
び
事
業
者
と
協
力
し
、
県
、
警

察
及
び
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の

防
止
を
目
的
と
す
る
団
体
と
連
携
し
て
、

暴
力
団
排
除
活
動
に
関
す
る
施
策
を
総
合

的
か
つ
計
画
的
に
実
施
し
ま
す
。

②
市
民
・
事
業
者
の
責
務
（
第
５
条
）

　

市
民
及
び
事
業
者
の
み
な
さ
ん
は
、
基

本
理
念
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
排
除
活
動

に
取
り
組
ま
れ
る
と
と
も
に
、
市
の
取
り

組
み
へ
の
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

③
市
の
事
業
に
お
け
る
措
置
（
第
６
条
）

　

市
は
、
公
共
工
事
そ
の
他
の
事
業
に
よ

り
暴
力
団
を
利
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
よ

う
必
要
な
措
置
を
講
じ
ま
す
。

④
市
に
よ
る
市
民
等
へ
の
支
援（
第
７
条
）

　

市
は
、
市
民
及
び
事
業
者
の
み
な
さ
ん

が
相
互
に
連
携
協
力
を
図
り
な
が
ら
、
自

主
的
に
暴
力
団
排
除
活
動
に
取
り
組
む
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
、
情
報
の
提
供
そ
の

他
の
必
要
な
支
援
を
行
い
ま
す
。

⑤ 

青
少
年
に
対
す
る
教
育
の
た
め
の
措
置

（
第
11
条
）

　

市
が
設
置
す
る
中
学
校
に
お
い
て
、
そ

の
生
徒
が
暴
力
団
排
除
活
動
の
重
要
性
を

認
識
し
、
暴
力
団
に
加
入
せ
ず
、
及
び
暴

力
団
に
よ
る
犯
罪
の
被
害
を
受
け
な
い
よ

う
に
す
る
た
め
の
教
育
が
、
必
要
に
応
じ
て

行
わ
れ
る
よ
う
適
切
な
措
置
を
講
じ
ま
す
。

条
例
の
概
要

※
条
例
全
文
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

し
て
い
ま
す
。

【
暴
力
団
に
関
す
る
相
談
窓
口
】

・ 

埼
玉
県
県
警
本
部
☎
０
４
８―

８
３
２―

０
１
１
０

・
本
庄
警
察
署
☎
㉒
０
１
１
０

・
児
玉
警
察
署
☎
72
０
１
１
０

・ 

公
益
財
団
法
人
埼
玉
県
暴
力
追
放
・
薬

物
乱
用
防
止
セ
ン
タ
ー
☎
０
４
８―

８

３
４―

２
１
４
０

★
自
治
防
災
課
☎
㉕
１
１
１
８

　10月８日、本庄市と㈱カインズは、「災害時における生
活物資の供給協力に関する協定」を締結しました。
　この協定は、災害時に生活物資の供給を相互に協力して
行い、市民生活の安定を図ることを目的としています。

災害時における生活物資の
供給協力に関する協定を締結

▲締結式（吉田市長と土屋代表取締役社長）
、


